
景がありました。また、ご家族ががんになった際に成

年後見制度を利用したいという声も多くあることが

わかりました。

そこで当社は、知的障がい等の治療に関するお申し

出(告知)を不要とし、知的障がい等をお持ちの方が

ご加入いただきやすいがん保険を開発しました。

また、ご家族が重度のがんになった場合、知的障が

い等を持つ方のために成年後見制度を利用する費

用を補償する「がん成年後見費用等補償特約」を開

発しました。

これらは、ご本人だけでなくご家族にも安心して過

ごしていただくための一助となる社会的意義の高い

商品と考えています。今後も「誰もが安心して暮らせ

る社会の実現」を目指し、お客様の声に寄り添った商

品・サービスの提供を続けていきたいと思います。

お客様本位の業務運営方針に
基づく取り組み事例

No.07
お客様の声

知的障がい等をお持ちの方のご家族から「知的障が

い者等が加入できるがん保険を開発してほしい」と

の声をいただきました。

これまで知的障がい等をお持ちの方ががん保険に

加入しようとすると、当社を含めほとんどの保険会社

がお伺いする過去の治療状況等のお申し出内容

(告知事項)に該当し、ご加入いただけないという背

知的障がい等をお持ちの方の
がん保険について

「がん成年後見費用等補償
 特約」を開発

お客様からいただいた
商品に関する 贈り物
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知的障がい者が加入できるがん保険を開発してほしい
知的障がいを持つ
我が子のために成年後見制度を利用したい


